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Ⅰ　昨年と比べて変わった点
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　給与所得控除額が次の表のとおり改正されました。

　この改正に伴い、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されていますので、

令和２年分の年末調整の際には、「令和２年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」

（８４ページ参照）を使用してください。

給与の収入金額（Ａ）
給与所得控除額

改正後 改正前
 １６２万５，０００円以下 ５５万円 ６５万円
 １６２万５，０００円超 １８０万円以下 （Ａ）×４０％－１０万円 （Ａ）×４０％
 １８０万円超 ３６０万円以下 （Ａ）×３０％＋８万円 （Ａ）×３０％＋１８万円
 ３６０万円超 ６６０万円以下 （Ａ）×２０％＋４４万円 （Ａ）×２０％＋５４万円
 ６６０万円超 ８５０万円以下 （Ａ）×１０％＋１１０万円

（Ａ）×１０％＋１２０万円
 ８５０万円超 １，０００万円以下

１９５万円
 １，０００万円超 ２２０万円

⑴　基礎控除の改正

　 　基礎控除額が次の表のとおり改正され、合計所得金額が２，５００万円を超える所得者については、基礎控

除の適用を受けることはできないこととされました。

合計所得金額
基礎控除額

改正後 改正前
 ２，４００万円以下 ４８万円

３８万円
（所得制限なし）

 ２，４００万円超 ２，４５０万円以下 ３２万円
 ２，４５０万円超 ２，５００万円以下 １６万円

⑵　子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設

　 　その年の給与の収入金額が８５０万円を超える所得者で、特別障害者に該当する人又は年齢２３歳未満の扶

養親族を有する人若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人の総所得金額を

計算する場合には、給与の収入金額（その給与の収入金額が１，０００万円を超える場合には、１，０００万円）か

ら８５０万円を控除した金額の１０％に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。

　（注）    　所得金額調整控除には、上記の控除のほか、給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除（以

下「所得金額調整控除（年金等）」といいます。）もありますが、年末調整においては、所得金額調整控除（年金等）

の適用を受けることはできません。ただし、確定申告により所得金額調整控除（年金等）の適用を受けようとする人が、

年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書」等で合計所得金額を計算するときは、所得金額調整控除（年金等）

を考慮して合計所得金額を計算する必要があります。

⑶　「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設

　 　上記⑴及び⑵の改正に伴い、それぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告

書」（注１）が新たに設けられ、年末調整において基礎控除又は子ども・特別障害者等を有する者等の所得

金額調整控除の適用を受けようとする所得者は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までにそれ

ぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者に提出しなけれ

ばならないこととされました。

１　給与所得控除に関する改正

２　基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正
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　同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の

合計所得金額要件がそれぞれ１０万円引き上げられ、次の表のとおり改正されました。

扶養親族等の区分
合計所得金額要件

改正後 改正前
同一生計配偶者 ４８万円以下 ３８万円以下
扶養親族 ４８万円以下 ３８万円以下
源泉控除対象配偶者 ９５万円以下 ８５万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者（注１） ４８万円超１３３万円以下 ３８万円超１２３万円以下
勤労学生 ７５万円以下 ６５万円以下

（注） １ 　配偶者特別控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分についても、それぞれ１０万円引き上げられて

います。

 ２ 　上記のほか、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が

５５万円（改正前：６５万円）に引き下げられています。

３　各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
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　（注） １ 　租税特別措置法第４１条の３の４第１項に規定する申告書をいいます。以下同じです。

 ２ 　国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）に掲載している「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額

調整控除申告書」については、「給与所得者の基礎控除申告書　兼　給与所得者の配偶者控除等申告書　兼　所

得金額調整控除申告書」（３様式の兼用様式）となっています。

⑷　源泉徴収簿の様式変更

　 　源泉徴収簿に「所得金額調整控除額⑩」欄、「給与所得控除後の給与等の金額（調整控除後）⑪」欄及び「基

礎控除額⑲」欄が追加され、「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額⑯」欄が「扶養

控除額及び障害者等の控除額の合計額⑱」欄に改められました。

　 　これらに伴い、基礎控除額について、令和元年分の源泉徴収簿においては、「扶養控除額、基礎控除

額及び障害者等の控除額の合計額⑯」欄に含めて記載することとなっていましたが、令和２年分の源泉

徴収簿においては、「基礎控除額⑲」欄に記載することとされました。

○　源泉徴収簿の変更点

 令和元年分　源泉徴収簿（抜粋） 令和２年分　源泉徴収簿（抜粋）

《所得金額調整控除に係る取扱いについて》

 　国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）には、「所得金額調整控除に関するＦＡＱ（源泉所得税関係）」

を掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
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⑴　未婚のひとり親に対する税制上の措置

　 　所得者がひとり親（現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に

掲げる要件を満たすものをいいます。以下同じです。）である場合には、ひとり親控除として、その人

のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から３５万円を控除することとされました。

　イ 　その人と生計を一にする子（注１）を有すること。

　ロ 　合計所得金額が５００万円以下であること。

　ハ 　その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人（注２）がいないこと。

　（注）　１ 　その人と生計を一にする子とは、他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人以外で、その年分の総

所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が４８万円以下の子をいいます。

　　　　２ 　その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人とは、次の人をいいます。

 　　ａ 　その人が住民票に世帯主と記載されている人である場合には、その人と同一の世帯に属する人の住民票に世

帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にある

と認められる続柄である旨の記載がされた人

 　　ｂ 　その人が住民票に世帯主と記載されている人でない場合には、その人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の

未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である

旨の記載がされているときのその世帯主

⑵　寡婦（寡夫）控除の見直し

　 　寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦（寡夫）控除がひとり親に該当しない寡婦に係

る寡婦控除に改組されました。

　イ　扶養親族を有する寡婦について、上記⑴ロの要件が追加されました。

　ロ　上記⑴ハの要件が追加されました。

　　また、「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました。

⑶　令和２年分の年末調整の際の申告

　 　上記⑴及び⑵の改正は、令和２年分の年末調整から適用され、この改正による改正前後の控除に係る

適用判定のフロー図は次のとおりです。

　 　フロー図において、〔改正後〕の「年末調整時の申告」欄が「必要」となっている人は、令和２年分

の年末調整の際にその異動内容について申告をする必要がありますので、令和２年の最後に給与の支払

を受ける日の前日までに、給与所得者の扶養控除等（異動）申告書を、給与の支払者に提出してください。

　 　なお、改正前の「未婚のひとり親（寡婦（夫）、特別の寡婦に該当しない人）」に該当する人が、適用

判定の結果、「ひとり親」に該当する場合の申告については、以下の記載例を参考に、「寡婦」、「寡夫」

又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法により申告してください（給与所得

者の扶養控除等（異動）申告書の「左記の内容」欄を記載する必要はありません。）。

　〔記載例〕扶養控除等（異動）申告書（ひとり親に該当する場合）

（令和２年分　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書）

 （月々の源泉徴収時）当初申告 （年末調整時）異動申告

 

に、「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法によ

り申告してください（「左記の内容」欄を記載する必要はありません。）。 
〔記載例〕扶養控除等（異動）申告書（ひとり親に該当する場合）

（令和２年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書）

（月々の源泉徴収時）当初申告 （年末調整時）異動申告

【改正前後の控除に係る適用判定のフロー図】

〔改正前〕 〔改正後〕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注 改正前の「寡婦（特別の寡婦を除く）」に該当する方が、上記適用判定の結果、「寡婦」に該当する

場合において、その者と生計を一にする子を有するときは、「ひとり親」（控除額： 万円）に該当し、

年末調整の際にその異動内容について申告する必要があります。

令和２年分の源泉徴収簿の記載

ひとり親に該当する旨の申告があった場合等には、以下の記載例を参考に、「扶養控除等

の申告」欄やその欄外の余白などに「ひとり親」と記載します。

注 改正前の「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当する方が、上記適用判定の結果、「ひとり親」に該当する

場合、令和２年分の年末調整では、「ひとり親」に該当する旨を申告する必要はありませんが「ひとり親

控除」が適用されますので、源泉徴収簿の訂正漏れにより年末調整に誤りが生じることのないよう、ご

注意ください。

〔記載例〕源泉徴収簿（ひとり親に該当する場合）

該当

非該当

該当

非該当

寡 婦
（控除額）

万円

寡 夫
（控除額）

万円

特別の

寡 婦

（控除額）

万円

未 婚 の

ひ と り 親
（控除額）

円

事実婚無

所得 万円以下
かつ

事実婚無

同一生計の子有

かつ

所得 万円
かつ

事実婚無

所得 万円以下

該当

ひとり親
（申告の要否）

必要

（控除額）

万円

（年末調整時の申告）

非該当
（申告の要否）

不要

（控除額）

円

（年末調整時の申告）

寡 婦
（申告の要否）

不要

（控除額）

万円

（年末調整時の申告）

非該当
（申告の要否）

必要

（控除額）

円

（年末調整時の申告）

ひとり親
（申告の要否）

不要

（控除額）

万円

（年末調整時の申告）

非該当

寡婦（ 夫 ） 、特別 の

寡婦に該当しない人

（特別の寡婦を除く）

注

４　ひとり親控除及び寡婦（寡夫）控除に関する改正
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　生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る年末調整関係書類について、電磁的

方法による提供が可能となりました（令和２年１０月１日以後に提出する年末調整関係書類について適用さ

れます。）。

【改正前後の控除に係る適用判定のフロー図】

〔改正前〕 〔改正後〕

（注） 　改正前の「寡婦（特別の寡婦を除く）」に該当する人が、上記適用判定の結果、「寡婦」に該当する場合において、そ

の人と生計を一にする子を有するときは、「ひとり親」（控除額：３５万円）に該当し、年末調整の際にその異動内容につ

いて申告する必要があります。

⑷　令和２年分の源泉徴収簿の記載

　 　ひとり親に該当する旨の申告があった場合等には、以下の記載例を参考に、「扶養控除等の申告」欄

やその欄外の余白などに「ひとり親」と記載します。

　（注） 改正前の「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当する人が、上記適用判定の結果、「ひとり親」に該当する場合、令和

２年分の年末調整では、「ひとり親」に該当する旨を申告する必要はありませんが「ひとり親控除」が適用されますの

で、源泉徴収簿の訂正漏れにより年末調整に誤りが生じることのないよう、ご注意ください。

　〔記載例〕源泉徴収簿（ひとり親に該当する場合）

《ひとり親控除及び寡婦控除に係る取扱いについて》

　国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）には、「ひとり親控除及び寡婦控除に関するＦＡＱ（源泉所

得税関係）」を掲載しておりますので、そちらもご覧ください。

５　年末調整関係手続の電子化

・ひとり親

（注）
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点 令和２年１０月からの
年末調整手続の電子化に向けた取組について

　令和２年１０月以降の年末調整においては、従業員（給与所得者）が給与の支払者に提出する控除申告書

（「給与所得者の保険料控除申告書」や「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」を

いいます。以下同じです。）に、従来は書面（ハガキ等）で添付していた保険料控除証明書等に代えて、保

険会社等から交付を受けた控除証明書等のデータ（以下「控除証明書等データ」といいます。）を添付して

提出することができるよう手当てされました。

（注）　  控除申告書を給与の支払者に電磁的に提出する場合に限ります。

　これに伴い、年末調整手続において、従業員（給与所得者）が控除証明書等データを用いて簡便・正確

に控除申告書を作成することができる「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」（以下「年調ソフト」と

いいます。）を無償提供します（令和２年１０月に国税庁ホームページ等で公開予定）。

　年調ソフトには主に以下の機能があります。

　① 　保険会社等から交付を受けた控除証明書等データをインポートすることにより、控除申告書の所定

の項目に控除証明書等データの内容を自動入力する機能

　② 　保険料控除等の控除額を自動計算し、控除申告書を作成する機能

　③ 　作成した控除申告書をデータ出力する機能

　なお、①の機能については、マイナポータルと連携し、必要な控除証明書等データを一括取得し、自動

入力することにより控除申告書データを作成することも可能となります。

　詳しくは、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）の「年末調整手続の電子化に向けた取組について」

ページをご覧ください。

（注） １ 　年調ソフトとマイナポータルを連携させて控除証明書等データを一括取得するためには、マイナンバーカード及

びＩＣカードリーダライタ（マイナンバーカード対応のスマートフォンでも可）が必要となります。

 ２ 　年末調整手続の電子化は、民間ソフトウェア会社の給与システム等でも行うことが可能な場合があります。詳し

くは現在ご利用になっている給与システム等を開発する民間ソフトウェア会社にお尋ねください。

１　年末調整手続の電子化の概要

⑴　給与の支払者のメリット

イ　控除額の検算が不要

　 　従業員が、年調ソフトの控除額の自動計算機能を利用して保険料控除申告書等を作成するため、控

除額の検算事務が不要となります。

２　年末調整手続の電子化のメリット
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ロ　控除証明書等との突合作業が不要

　 　従業員が、年調ソフトに控除証明書等データをインポートすることにより、控除証明書等の内容が

控除申告書の所定の項目に自動入力されるため、控除申告書の記載内容と控除証明書等との突合作業

が不要となります。

ハ　従業員からの問合せが減少

　 　従業員が、年調ソフトの入力支援機能や、「年調ソフトヘルプデスク（令和２年１０月設置予定）」

を利用することにより、従業員からの問合せが減少することが見込まれます。

ニ　年末調整関係書類の保管コストの削減

　 　従業員から提供された控除申告書データを原本として保管するため、書類の保管が不要となります

（従業員から書面で提出を受けた書類については保管が必要となります。）。

⑵　従業員（給与所得者）のメリット

イ　控除証明書等の内容の転記・控除額の手計算が不要

　 　年調ソフトに控除証明書等データをインポートすることにより、控除証明書等の内容の転記が不要

になるとともに、控除額を自動計算することができます。

　 　また、「マイナポータル連携」を利用すれば、必要な控除証明書等データを一括取得し、控除証明

書等の内容を控除申告書の所定の項目に自動入力することができます。

ロ　控除証明書等データを紛失しても再取得が容易

　 　控除証明書等（書面）を紛失した場合は、これまで保険会社等に再発行を依頼していましたが、デー

タ取得の場合、誤ってデータを消去してもオンラインで再取得することができます。

ハ　提出のオンライン化により押印が不要

　 　控除申告書データを提出する場合、控除申告書への押印に代えて電子署名又はパスワードを付して提

出するため押印が不要となり、テレワークの方などが押印のために出社することが不要となります。

ニ　給与の支払者からの確認が減少

　 　年調ソフトの入力支援機能を利用することにより誤りのない控除申告書を作成できますので、控除

申告書データの提出後、給与の支払者からの控除申告書データの内容についての確認が減少すること

が見込まれます。

⑴　実施方法の検討

　 　年末調整手続の電子化に当たり、従業員が使用する控除申告書作成用のソフトウェア（「年調ソフト」

や民間ソフトウェア会社が提供する給与システム等）の選定、電子化後の年末調整手続の事務手順をど

うするかなどを検討します。

⑵　従業員（給与所得者）への周知

　 　⑴の検討結果に加え、保険会社等から控除証明書等データの交付を受けるための手続など、事前準備

が必要であることを早期に従業員へ周知することが必要です。

　 　なお、従業員から控除証明書等データの取得方法について問合せがあった場合には、マイナポータル

連携を利用又はその従業員が契約している保険会社等のホームページ等で確認するよう周知願います。

⑶　給与システム等の改修等

　 　従業員が提供する控除申告書データや控除証明書等データをご利用の給与システム等にインポート

し、年税額等の計算を行うための給与システム等の改修等を行います（詳細については現在ご利用の給

与システム等の民間ソフトウェア会社へお問合せください。）。

⑷　税務署への届出

　 　従業員から控除申告書を電子データで提供を受けるためには、所轄税務署長宛に、「源泉徴収に関する申

告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。

３　年末調整手続の電子化に向けた準備


